
山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
九
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日

六
一
九

た
め
に
移
植
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

持
ち
出
し
の
禁
止　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
を
採
捕
し
た
者
は
、
採
捕
し

た
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
を
生
き
た
ま
ま
そ
の
場
か
ら
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ブ
ラ

ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
に
つ
い
て
漁
業
権
免
許
を
受
け
て
い
る
漁
場
か
ら
持
ち
出
す
場
合
又
は
公
的
研
究

機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3　

再
放
流
の
禁
止　

山
梨
県
内
に
お
い
て
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
を
採
捕
し
た
者
は
、
当
該
魚
種
を

採
捕
し
た
河
川
湖
沼
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
に
つ

い
て
漁
業
権
免
許
を
受
け
て
い
る
漁
場
に
再
放
流
す
る
場
合
又
は
公
的
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に

供
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

指
示
の
区
域　

山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三　

指
示
の
期
間　

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
レ
イ
ク
ト
ラ
ウ
ト
の
取
扱
い
を
次
の
と

お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
三
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容

1　

移
植
の
禁
止　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
レ
イ
ク
ト
ラ
ウ
ト
（
卵
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
移

植
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
移
植
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

持
ち
出
し
の
禁
止　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
レ
イ
ク
ト
ラ
ウ
ト
を
採
捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た

レ
イ
ク
ト
ラ
ウ
ト
を
生
き
た
ま
ま
そ
の
場
か
ら
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
研
究

機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3　

再
放
流
の
禁
止　

山
梨
県
内
に
お
い
て
レ
イ
ク
ト
ラ
ウ
ト
を
採
捕
し
た
者
は
、
当
該
魚
種
を
採

捕
し
た
河
川
湖
沼
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試
験
研
究
の
用

に
供
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

指
示
の
区
域　

山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三　

指
示
の
期
間　

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

◉　

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
八
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

そ　

の　

他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
山
梨
県
内
の
コ
イ

（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
扱
い
を
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
三
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容

1　

放
流
の
制
限　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
コ
イ
の
放
流
（
再
放
流
を
除
く
。
）
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
コ
イ
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ
れ
た
コ
イ
と
同

一
飼
育
池
の
コ
イ
群
に
属
す
る
場
合
又
は
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

2　

持
ち
出
し
の
制
限　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
コ
イ
を
採
捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
そ
の

場
か
ら
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠　

公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
場
合

㈡　

採
捕
し
た
コ
イ
の
エ
ラ
を
除
去
し
た
場
合

㈢　

漁
業
権
に
基
づ
き
コ
イ
が
採
捕
さ
れ
て
い
る
漁
場
に
お
い
て
コ
イ
を
採
捕
し
、
当
該
漁
場
の

流
域
（
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
別
に
指
定
す
る
流
域
を
除
く
。
）
内
で
食
用
に
供

す
る
場
合

二　

指
示
の
区
域　

山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三　

指
示
の
期
間　

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
三
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容　

1　

移
植
の
禁
止　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
（
卵
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

移
植
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
に
つ
い
て
漁
業
権
免
許
を
受
け
て
い
る

者
が
当
該
漁
業
権
に
基
づ
い
て
移
植
す
る
場
合
又
は
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る


